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掛川市条例第１１号

掛川市情報公開条例及び掛川市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２８年３月２２日

掛川市長

（別紙）
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掛川市情報公開条例及び掛川市個人情報保護条例の一部を改正する条例

（掛川市情報公開条例の一部改正）

第１条 掛川市情報公開条例（平成17年掛川市条例第15号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって

は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分

に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

目次 目次

第１章 （略） 第１章 （略）

第２章 （略） 第２章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 不服申立て等（第17条―第19条の 第２節 審査請求（第16条の２―第19条の

５） ５）

第３節 （略） 第３節 （略）

第３章・第４章 （略） 第３章・第４章 （略）

附則 附則

（公文書の開示義務） （公文書の開示義務）

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、 第７条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求文書に次に掲げる情報（以下「不開示 開示請求文書に次に掲げる情報（以下「不開示

情報」という｡)のいずれかが記録されている場 情報」という｡)のいずれかが記録されている場

合を除き、請求者に対し、開示請求文書に係る 合を除き、請求者に対し、開示請求文書に係る

公文書の開示をしなければならない。 公文書の開示をしなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該 (2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く｡)であって、当該情 事業に関する情報を除く｡)であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等 報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるも により特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより、特定の の（他の情報と照合することにより、特定の

個人を識別することができることとなるもの 個人を識別することができることとなるもの

を含む｡)又は特定の個人を識別することはで を含む｡)又は特定の個人を識別することはで

きないが、公にすることにより、なお個人の きないが、公にすることにより、なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただ 権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 し、次に掲げる情報を除く。

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭 ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和22年法律第120号）第２条第１項に規定 和22年法律第120号）第２条第１項に規定
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する国家公務員（独立行政法人通則法（平 する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成11年法律第103号）第２条第２項に規定 成11年法律第103号）第２条第４項に規定

する特定独立行政法人の役員及び職員を除 する行政執行法人の役員及び職員を除

く｡)、独立行政法人等（独立行政法人等の く｡)、独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律（平成13 保有する情報の公開に関する法律（平成13

年法律第140号）第２条第１項に規定する 年法律第140号）第２条第１項に規定する

独立行政法人等をいう。以下同じ｡)の役員 独立行政法人等をいう。以下同じ｡)の役員

及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第 及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第２条に規定する地方公務員並び 261号）第２条に規定する地方公務員並び

に地方独立行政法人（地方独立行政法人法 に地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第１項に （平成15年法律第118号）第２条第１項に

規定する地方独立行政法人をいう。以下同 規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ｡)の役員及び職員をいう｡)である場合に じ｡)の役員及び職員をいう｡)である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る おいて、当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは、当該情報のうち、当該 情報であるときは、当該情報のうち、当該

公務員等の職及び氏名に係る部分 公務員等の職及び氏名に係る部分

(3)～(6) （略） (3)～(6) （略）

（手数料等） （手数料等）

第16条 （略） 第16条 （略）

第２節 不服申立て等 第２節 審査請求

（審理員による審理手続に関する規定の適用除

外）

第16条の２ 開示決定等又は開示請求に係る不作

為に係る審査請求については、行政不服審査法

（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規

定は、適用しない。

（審査会への諮問） （審査会への諮問）

第17条 開示決定等について行政不服審査法（昭 第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に

和37年法律第160号）による不服申立てがあっ ついて審査請求があったときは、当該審査請求

たときは、当該不服申立てに対する裁決又は決 に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号の

定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに いずれかに該当する場合を除き、掛川市情報公

該当する場合を除き、掛川市情報公開審査会に 開審査会に諮問しなければならない。

諮問しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下すると (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

き。

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決 (2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

定等（開示請求文書の全部を開示する旨の決 査請求に係る公文書の全部を開示することと

定を除く。以下この号及び第17条の３におい する場合（当該公文書の開示について反対意

て同じ｡)を取り消し、又は変更し、当該不服 見書が提出されている場合を除く｡)

申立てに係る公文書の全部を開示することと

するとき。ただし、当該開示決定等について

反対意見書が提出されているときを除く。

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第

９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書の写しを添付してしなけれ
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ばならない。

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知）

第17条の２ 前条の規定により諮問をした実施機 第17条の２ 前条第１項の規定により諮問をした

関（以下「諮問庁」という｡)は、次に掲げる者 実施機関（以下「諮問庁」という｡)は、次に掲

に対し、諮問をした旨を通知しなければならな げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければ

い。 ならない。

(1) 不服申立人及び参加人 (1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ｡)

(2) 開示請求者（開示請求者が不服申立人又は (2) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は

参加人である場合を除く｡) 参加人である場合を除く｡)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について (3) 当該審査請求に係る開示決定等について反

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が 対意見書を提出した第三者（当該第三者が審

不服申立人又は参加人である場合を除く｡) 査請求人又は参加人である場合を除く｡)

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等に （第三者からの審査請求を棄却する場合等にお

おける手続） ける手続）

第17条の３ 第14条第３項の規定は、次の各号の 第17条の３ 第14条第３項の規定は、次の各号の

いずれかに該当する裁決又は決定をする場合に いずれかに該当する裁決をする場合について準

ついて準用する。 用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立て (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

を却下し、又は棄却する裁決又は決定 却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当 (2) 審査請求に係る開示決定等（審査請求に係

該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁 る公文書の全部を開示する旨の決定を除く｡)

決又は決定（第三者である参加人が当該公文 を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示

書の開示に反対の意思を表示している場合に する旨の裁決（第三者である参加人が当該公

限る｡) 文書の開示に反対の意思を表示している場合

に限る｡)

（掛川市情報公開審査会） （掛川市情報公開審査会）

第18条 第17条の規定による諮問に応じ不服申立 第18条 第17条の規定による諮問に応じ審査請求

てについて調査審議するため、掛川市情報公開 について調査審議するため、掛川市情報公開審

審査会（以下「審査会」という｡)を置く。 査会（以下「審査会」という｡)を置く。

２～７ （略） ２～７ （略）

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限）

第19条 （略） 第19条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会 ４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立 は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、

人、参加人又は諮問庁（以下「不服申立人等」 参加人又は諮問庁（以下「審査請求人等」とい

という｡)に意見書又は資料の提出を求めるこ う｡)に意見書又は資料の提出を求めること、適

と、適当と認める者にその知っている事実を陳 当と認める者にその知っている事実を陳述させ

述させることその他必要な調査をすることがで ることその他必要な調査をすることができる。

きる。

（意見の陳述等） （意見の陳述等）

第19条の２ 審査会は、不服申立人等から申立て 第19条の２ 審査会は、審査請求人等から申立て

があったときは、当該不服申立人等に口頭で意 があったときは、当該審査請求人等に口頭で意
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見を述べる機会を与えなければならない。ただ 見を述べる機会を与えなければならない。ただ

し、審査会がその必要がないと認めるときは、 し、審査会がその必要がないと認めるときは、

この限りでない。 この限りでない。

２ 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は ２ 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は

資料を提出することができる。 資料を提出することができる。

３ 審査会は、前条第３項若しくは第４項又は前 ３ 審査会は、前条第３項若しくは第４項又は前

項の規定により不服申立人等から意見書又は資 項の規定により審査請求人等から意見書又は資

料の提出があったときは、第三者の利益を害す 料の提出があったときは、第三者の利益を害す

るおそれがあると認めるときその他正当な理由 るおそれがあると認めるときその他正当な理由

があるときを除き、不服申立人等（当該意見書 があるときを除き、審査請求人等（当該意見書

又は資料を提出した者を除く｡)に対し、当該意 又は資料を提出した者を除く｡)に対し、当該意

見書又は資料の写しを送付しなければならな 見書又は資料の写しを送付しなければならな

い。 い。

（答申書の送付等） （答申書の送付等）

第19条の４ 審査会は、諮問に対する答申をした 第19条の４ 審査会は、諮問に対する答申をした

ときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人 ときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人

に送付するとともに、答申の内容を公表するも に送付するとともに、答申の内容を公表するも

のとする。 のとする。

（罰則） （罰則）

第29条 第18条第６項の規定に違反して秘密を漏 第29条 第18条第７項の規定に違反して秘密を漏

らした者は、１年以下の懲役又は３万円以下の らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。 罰金に処する。

（掛川市個人情報保護条例の一部改正）

第２条 掛川市個人情報保護条例（平成17年掛川市条例第16号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって

は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分

に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

目次 目次

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略）

第３章 開示、訂正及び利用停止 第３章 開示、訂正及び利用停止

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略）

第４節 不服申立て（第26条の12―第26条の 第４節 審査請求（第26条の11の２―第26条

14） の14）

第５節 （略） 第５節 （略）
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第４章～第６章 （略） 第４章～第６章 （略）

附則 附則

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務）

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、 第13条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げ 開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げ

る情報（以下「不開示情報」という｡)のいずれ る情報（以下「不開示情報」という｡)のいずれ

かが含まれている場合を除き、開示請求者に対 かが含まれている場合を除き、開示請求者に対

し、当該保有個人情報を開示しなければならな し、当該保有個人情報を開示しなければならな

い。 い。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業 (3) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除く｡) を営む個人の当該事業に関する情報を除く｡)

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月 であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により開示請求者以外の特 日その他の記述等により開示請求者以外の特

定の個人を識別することができるもの（他の 定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することにより、開示請求者以外 情報と照合することにより、開示請求者以外

の特定の個人を識別することができることと の特定の個人を識別することができることと

なるものを含む｡)又は開示請求者以外の特定 なるものを含む｡)又は開示請求者以外の特定

の個人を識別することはできないが、開示す の個人を識別することはできないが、開示す

ることにより、なお開示請求者以外の個人の ることにより、なお開示請求者以外の個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただ 権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 し、次に掲げる情報を除く。

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭 ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和22年法律第120号）第２条第１項に規定 和22年法律第120号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平 する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成11年法律第103号）第２条第２項に規定 成11年法律第103号）第２条第４項に規定

する特定独立行政法人の役員及び職員を除 する行政執行法人の役員及び職員を除

く｡)、独立行政法人等の役員及び職員、地 く｡)、独立行政法人等の役員及び職員、地

方公務員法（昭和25年法律第261号）第２ 方公務員法（昭和25年法律第261号）第２

条に規定する地方公務員並びに地方独立行 条に規定する地方公務員並びに地方独立行

政法人の役員及び職員をいう｡)である場合 政法人の役員及び職員をいう｡)である場合

において、当該情報がその職務の遂行に係 において、当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは、当該情報のうち、当 る情報であるときは、当該情報のうち、当

該公務員等の職及び氏名に係る部分 該公務員等の職及び氏名に係る部分

（利用停止決定等の期限の特例） （利用停止決定等の期限の特例）

第26条の11 （略） 第26条の11 （略）

第４節 不服申立て 第４節 審査請求

（審理員による審理手続に関する規定の適用除

外）

第26条の11の２ 開示決定等、訂正決定等、利用

停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為に係る審査請求につい

ては、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第９条第１項本文の規定は、適用しない。
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（審査会への諮問） （審査会への諮問）

第26条の12 開示決定等、訂正決定等又は利用停 第26条の12 開示決定等、訂正決定等、利用停止

止決定等について行政不服審査法（昭和37年法 決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停

律第160号）の規定に基づく不服申立てがあっ 止請求に係る不作為について審査請求があった

たときは、当該不服申立てに対する裁決又は決 ときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実

定をすべき実施機関は、速やかに、掛川市個人 施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合

情報保護審査会に諮問をしなければならない。 を除き、掛川市個人情報保護審査会に諮問をし

ただし、次に掲げる場合を除く。 なければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を 査請求に係る保有個人情報の全部を開示する

開示する旨の決定を除く。以下この号及び第 こととする場合（当該保有個人情報の開示に

26条の14において同じ｡)を取り消し、又は変 ついて反対意見書が提出されている場合を除

更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の く｡)

全部を開示することとする場合。ただし、当

該開示決定等について反対意見書が提出され

ている場合を除く。

(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決 (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

定等（訂正請求の全部を容認して訂正をする 査請求に係る保有個人情報の訂正をすること

旨の決定を除く｡)を取り消し、又は変更し、 とする場合

当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認

して訂正をすることとする場合

(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停 (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

止決定等（利用停止請求の全部を容認して利 査請求に係る保有個人情報の利用停止をする

用停止をする旨の決定を除く｡)を取り消し、 こととする場合

又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止

請求の全部を容認して利用停止をすることと

する場合

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第

９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書の写しを添付してしなけれ

ばならない。

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知）

第26条の13 前条の規定により諮問をした実施機 第26条の13 前条第１項の規定により諮問をした

関（以下「諮問庁」という｡)は、次に掲げる者 実施機関（以下「諮問庁」という｡)は、次に掲

に対し、諮問をした旨を通知しなければならな げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければ

い。 ならない。

(1) 不服申立人及び参加人 (1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ｡)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求 (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が不服申立人又は参加人であ 者（これらの者が審査請求人又は参加人であ

る場合を除く｡) る場合を除く｡)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について (3) 当該審査請求に係る開示決定等について反

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が 対意見書を提出した第三者（当該第三者が審
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不服申立人又は参加人である場合を除く｡) 査請求人又は参加人である場合を除く｡)

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等に （第三者からの不服申立てを棄却する場合等に

おける手続） おける手続）

第26条の14 第21条第３項の規定は、次の各号の 第26条の14 第21条第３項の規定は、次の各号の

いずれかに該当する裁決又は決定をする場合に いずれかに該当する裁決をする場合について準

ついて準用する。 用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立て (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

を却下し、又は棄却する裁決又は決定 却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当 (2) 審査請求に係る開示決定等（審査請求に係

該開示決定等に係る保有個人情報を開示する る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を

旨の裁決又は決定（第三者である参加人が当 除く｡)を変更し、当該審査請求に係る保有個

該第三者に関する情報の開示に反対の意思を 人情報を開示する旨の裁決（第三者である参

表示している場合に限る｡) 加人が当該第三者に関する情報の開示に反対

の意思を表示している場合に限る｡)

（掛川市個人情報保護審査会） （掛川市個人情報保護審査会）

第27条 第26条の12の規定による諮問に応じ不服 第27条 第26条の12の規定による諮問に応じ審査

申立てについて調査審議するため、掛川市個人 請求について調査審議するため、掛川市個人情

情報保護審査会（以下「審査会」という｡)を置 報保護審査会（以下「審査会」という｡)を置

く。 く。

２～７ （略） ２～７ （略）

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限）

第27条の２ （略） 第27条の２ （略）

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会 ４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立 は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、

人、参加人又は諮問庁（以下「不服申立人等」 参加人又は諮問庁（以下「審査請求人等」とい

という｡)に意見書又は資料の提出を求めるこ う｡)に意見書又は資料の提出を求めること、適

と、適当と認める者にその知っている事実を陳 当と認める者にその知っている事実を陳述させ

述させることその他必要な調査をすることがで ることその他必要な調査をすることができる。

きる。

（意見の陳述等） （意見の陳述等）

第27条の３ 審査会は、不服申立人等から申立て 第27条の３ 審査会は、審査請求人等から申立て

があったときは、当該不服申立人等に口頭で意 があったときは、当該審査請求人等に口頭で意

見を述べる機会を与えなければならない。ただ 見を述べる機会を与えなければならない。ただ

し、審査会がその必要がないと認めるときは、 し、審査会がその必要がないと認めるときは、

この限りでない。 この限りでない。

２ 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は ２ 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は

資料を提出することができる。 資料を提出することができる。

３ 審査会は、前条第３項若しくは第４項又は前 ３ 審査会は、前条第３項若しくは第４項又は前

項の規定により不服申立人等から意見書又は資 項の規定により審査請求人等から意見書又は資

料の提出があったときは、第三者の利益を害す 料の提出があったときは、第三者の利益を害す

るおそれがあると認めるときその他正当な理由 るおそれがあると認めるときその他正当な理由

があるときを除き、不服申立人等（当該意見書 があるときを除き、審査請求人等（当該意見書

又は資料を提出した者を除く｡)に対し、当該意 又は資料を提出した者を除く｡)に対し、当該意

見書又は資料の写しを送付しなければならな 見書又は資料の写しを送付しなければならな

い。 い。
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（答申書の送付等） （答申書の送付等）

第27条の５ 審査会は、諮問に対する答申をした 第27条の５ 審査会は、諮問に対する答申をした

ときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人 ときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人

に送付するとともに、答申の内容を公表するも に送付するとともに、答申の内容を公表するも

のとする。 のとする。

第37条 第26条第５項（第27条第５項において準 第37条 第27条第７項の規定に違反して秘密を漏

用する場合を含む｡)の規定に違反して秘密を漏 らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の

らした者は、１年以下の懲役又は３万円以下の 罰金に処する。

罰金に処する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第１条中掛川市情報公開条例第７条第２号の

改正及び第２条中掛川市個人情報保護条例第13条第３号の改正は、公布の日から施行する。

（掛川市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 実施機関（この条例による改正前の掛川市情報公開条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。以

下この項において同じ｡)の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた

実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものに関する取扱い

については、なお従前の例による。

（掛川市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 実施機関（この条例による改正前の掛川市個人情報保護条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。

以下この項において同じ｡)の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされ

た実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものに関する取扱

いについては、なお従前の例による。
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